
、

○�普通徴収で課税されている方の市民税・県民税・森林環境税を特別徴収での納入に切り替える
　�場合、この用紙を使って届け出てください。
○�二重納付防止のため、普通徴収での納付済額を必ずご確認ください。
○�徴収開始月のご希望がない場合は、通知月の翌月からの徴収となります。
　�※電算処理の日程上、翌々月からの徴収になる場合がありますので、あらかじめご了承くださ
　�い。
○�65歳以上で公的年金等を受給されている方は、公的年金等所得に対する普通徴収部分を給与所
　�得部分と合算して特別徴収することはできません。


